
第３次広島市消費生活基本計画 

消費者施策（個別施策）実施状況 

（令和７年４月１日現在） 

資料３ 



 

 

 

 

目  次 

 

 

 

Ⅰ 第３次広島市消費生活基本計画推進のための施策・・・・・・・・ⅰ～ⅴ 

 

 

Ⅱ 消費者施策（個別施策）の実施状況 

１ 消費生活の安全・安心の確保・・・・・・・・・・・・・・・・ １～ ４ 

２ 消費者の被害の救済・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５～ ８ 

３ 消費者教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９～１２ 

４ 持続可能な社会の形成に向けた消費行動の推進 ・・・・・・・１３～１４ 

 

 

 



i 

Ⅰ 第３次広島市消費生活基本計画推進のための施策 



ii 



iii 



iv 



v 





　「第３次広島市消費生活基本計画」消費者施策（個別施策）実施状況

○基本方針１　消費生活の安全・安心の確保
１　危害・危険の防止
（１） 商品・サービスの安全性の確保

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

1
食品関係施設の監視指
導

食品衛生監視員による食品関係施設への営業許可及び定期的な立
入検査を行い、食品に起因する健康被害の発生を防止します。
食中毒等の健康被害が発生した場合には、関係法令に基づき、迅
速・的確に調査等を行うとともに、情報を公表することにより、
被害の拡大や再発防止を図ります。

・食品関係施設に対する立入検査
17,397件

・違反施設の営業禁停止命令等
５件

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

2
医事指導事業
【再掲15】

医療施設及び医療関係施設の許可審査及び届出関係事務並びに施
設に対する監視指導を行うことにより、医療の安全の確保等に取
り組みます。

・医療施設に対する許可及び届出関係事務
2,261件

・医療施設等に対する監視指導（立入）
311件

1
健康福祉局
環境衛生課

3
薬事指導事業
【再掲16】

医薬品販売等の許可審査及び届出関係事務並びに施設に対する監
視指導を行うことにより、医薬品等の有効性及び安全性の確保等
に取り組みます。

・薬局等に対する許可及び届出関係事務
5,461件

・薬局等に対する監視指導（立入）
686件

1
健康福祉局
環境衛生課

4 環境衛生指導事業
旅館、公衆浴場、興行場、理容所、美容所、クリーニング所等の
環境衛生関係施設を指導し、施設の衛生を確保し、保健衛生の向
上に取り組みます。

・環境衛生関係施設への指導
監視指導件数　756件 1

健康福祉局
環境衛生課

5 家庭用品安全対策事業
家庭用品に含有される可能性のある有害物質について検査すると
ともに、検査結果に応じて製造事業者等を指導し、消費者の健康
被害の発生を防止します。

・家庭用品試買及び検査の実施
試験検査件数　37件 1

健康福祉局
環境衛生課

6 毒物劇物指導事業
毒物劇物販売業の施設の登録審査及び届出関係事務並びに施設に
対する監視指導を行うことにより、毒物及び劇物の適切な管理体
制の確保等に取り組みます。

・毒物劇物販売業に対する許可及び届出関
係事務　285件
・毒物劇物販売業に対する監視指導（立
入）　170件

1
健康福祉局
環境衛生課

7
条例に基づく事業者へ
の調査・指導・勧告等
【再掲24、28】

事業者への調査・指導・勧告等を行い、被害の発生や拡大の防止
を図ります。

・（商品の安全性の確保に関する指導等）
実績なし

3
市民局
消費生活センター

8
食品衛生に関する講習
会等の実施

市民等を対象にした衛生講習会や意見交換会を開催し、食品衛生
に関する正しい知識の普及に努め、食品に起因する健康被害の発
生を防止します。

・市民向け衛生講習会及び意見交換会開催
回数　５7件
・事業者向け衛生講習会及び意見交換会開
催回数　６０件

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

9
住宅用火災警報器の普
及啓発

設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置や維持管理に
ついて広報し、普及に取り組みます。

・住宅防火防災キャンペーン（9月1日～9
月21日）の実施（バス等、交通機関へのポ
スター展示依頼）
・市政広報番組への出演
・広報紙への記事掲載・ラジオ等への出演
・各種行事による広報
・大規模集客施設等における広報
・防火講話等による広報
・市ホームページ・SNSの発信
・デジタルサイネージ・大型テレビでのPR
動画放映
・住宅集中地域等を対象とした広報（消防
車等による巡回広報、横断幕の掲示など）
・建物火災による死者発生時の広報

1

・広報対象者の年齢によ
る区分を行い、各年齢層
に応じた広報媒体を精査
し、効果的な広報となる
よう取り組む。
・令和６年度の取組に加
え、公民館やスーパーな
ど多くの利用者が見込ま
れる施設と連携し、広報
を実施する。
・各広報の成果を分析
し、分析結果をもとに次
年度の広報を検討する。

消防局
予防課

10
住宅に関する情報提供
等

住まいのアドバイザー派遣、住宅相談の実施、マンション管理セ
ミナーの開催、公的賃貸住宅募集情報の提供、住まいのガイドの
発行などを行うことにより、市民の多様なニーズに応じた、住宅
に関する情報の提供等に取り組みます。

・住まいのアドバイザー派遣
派遣件数　12件

・住宅相談の実施
建築士及び弁護士による無料相談（月１

回、13:30-16:30、1人30分以内）
　R6実績：建築士61件、弁護士67件
・マンション管理セミナーの開催

開催回数　１回
・公的賃貸住宅募集情報の提供

市営住宅：年４回の定期公募について案
内
　県営住宅：広島市内にある県営住宅の年
３回の定期公募について案内
・住まいのガイドの発行

発行部数　2,000部

1
都市整備局
住宅政策課

11 住宅耐震化等促進事業

建物所有者が実施する住宅の耐震診断や耐震改修、耐震シェル
ター設置などに要する経費の一部を補助することにより、市民の
住宅耐震化に対する意識を高め、住宅の耐震化の促進に取り組み
ます。

・住宅耐震診断補助事業
戸建木造住宅19戸　分譲マンション0棟

・住宅耐震改修等補助事業
耐震改修事業4戸　現地建替え4戸
非現地建替え0戸　除却2戸

・シェルター　3戸　感震ブレーカー　1戸

1

補助額の増額
・100万円→115万円

耐震改修事業
現地建替え事業

・50万円→58万円
非現地建替え事業
除却事業

都市整備局
住宅政策課

（２） 消費者事故の発生・拡大の防止

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

12
製品の性能・欠陥等に
対する原因究明の支援

製品の性能・品質・欠陥等に関する苦情相談に対して、迅速かつ
的確に国等の関係機関に商品テストを依頼し、原因究明の支援を
行い、消費者事故の再発防止等に努めます。

・商品テストの依頼件数　０件

3
市民局
消費生活センター

13
消費者事故等への迅速
な対応

生命・身体に影響するような重大事故等が発生した場合には、速
やかに消費者事故に関する情報を消費者庁に通知し、被害の拡大
防止を図ります。
商品事故等に関する緊急情報をホームページ等により市民へ情報
提供し、被害の発生や拡大の防止を図ります。

・重大事故等の通知件数　２件
・製品安全に係るホームページを刷新する
とともに、消費生活センターの展示コー
ナーにて市民へ情報提供した。

1
市民局
消費生活センター

1



　２　適正な取引環境の確保
（１） 表示・規格・計量等の適正化

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

14 食品表示の監視指導
市内の製造・販売業者に適正な表示を指導し、食品の安全の確保
に取り組みます。

・食品営業施設に対する現場検査件数
17,147件

・食品表示適正化推進月間行事を12月に開
催

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

15
医事指導事業
【再掲2】

医療施設及び医療関係施設の許可審査及び届出関係事務並びに施
設に対する監視指導を行うことにより、医療の安全の確保等に取
り組みます。

・医療施設に対する許可及び届出関係事務
2,261件

・医療施設等に対する監視指導（立入）
311件

1
健康福祉局
環境衛生課

16
薬事指導事業
【再掲3】

医薬品販売等の許可審査及び届出関係事務並びに施設に対する監
視指導を行うことにより、医薬品等の有効性及び安全性の確保等
に取り組みます。

・薬局等に対する許可及び届出関係事務
5,461件

・薬局等に対する監視指導（立入）
686件

1
健康福祉局
環境衛生課

17
家庭用品品質表示法等
に基づく立入検査

家庭で使用する製品について、立入検査を実施し、必要に応じて
指導等を行い、家庭用品等の品質に関する表示の適正化を図りま
す。

・電気用品安全法のほか、消費生活用製品
安全法、ガス事業法及び家庭用品品質表示
法に基づく立入検査を行った。
・電気用品安全法

検査店舗数　1店舗
検査点数　9点
違反なし

・消費生活用製品安全法
検査店舗数　1店舗
検査点数　２点
違反なし

・ガス事業法
検査店舗数　1店舗
検査点数　２点
違反なし

・家庭用品品質表示法
検査店舗数　1店舗
検査点数　 １７点
違反なし

1
市民局
消費生活センター

18
「はかり」の定期検査
や商品量目立入検査の
実施

特定計量器の検査やスーパーマーケット等の計量関係事業者へ立
ち入り、内容量表記の検査・指導等を行うことにより、適正な計
量の確保に取り組みます。
有効期限のある計量器の検査を行います。

・はかりの定期検査
検査器数  5,272器

・有効期限のある特定計量器の検査
検査器数  59,201器

・商品の内容量の検査
検査件数  3,812件

1
経済観光局
計量検査所

19
条例に基づく表示基準
の必要性等の検討等

消費者が商品やサービスを選択する際の判断基準となる表示等に
ついて、条例に基づき事業者が遵守すべき基準の策定の必要性に
ついて検討し、適正な取引環境の確保に努めます。
必要に応じて事業者への調査・指導・勧告・公表を行い、被害の
発生や拡大の防止を図ります。

・表示基準について県の現状を確認し、今
後の策定の必要性について検討した。

1
市民局
消費生活センター

20 計量の普及啓発
計量に関する啓発事業を実施し、消費者の計量に対する関心を高
め、計量知識の普及を図ります。

・安佐動物公園で、啓発イベント「どうぶ
つえんで計量記念日」を開催した。
・広島市消費生活センターで、計量に関す
る図画・ポスターの受賞作品を掲示した。

1
経済観光局
計量検査所

（２） 生活関連物資の安定供給

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

21 物価の監視・調査等

日常生活に関連の深い生活関連物資について、消費生活モニター
により価格動向等の調査を行うとともに、ホームページで公表
し、生活関連物資の安定供給を図ります。
生活関連物資の価格が著しく上昇した場合等には、消費生活条例
に基づき特定生活関連物資として指定し、必要な調査を行うとと
もに、事業者が円滑な流通を妨げているなどと認められる場合に
は、事業活動を是正するよう指導や勧告を行います。

・消費生活モニターにより、日常生活物資
14品目の価格について毎月1回調査を実施
した。

1
市民局
消費生活センター

22
中央卸売市場における
取引の適正化等

中央卸売市場を運営し、生鮮食料品等の取引の適正化とその流通
の円滑化を図ります。

・広島市中央卸売市場業務条例に基づき、
市場施設の使用等に係る協定の締結及び業
務上必要な指導・助言等を行い、市場の適
正かつ健全な運営を確保した。

1
経済観光局
中央卸売市場

23
中央卸売市場における
市況情報の提供

中央卸売市場での取引価格等の市況情報について、ホームページ
に掲載し、消費者に情報提供を行うことにより、取引の公正さを
担保します。

・中央卸売市場での取引価格等の市況情報
について、ホームページに掲載した。

1
経済観光局
中央卸売市場

24
条例に基づく事業者へ
の調査・指導・勧告等
【再掲7、28】

事業者への調査・指導・勧告等を行い、被害の発生や拡大の防止
を図ります。

・（生活関連物資の安定供給に関する指導
等）
　実績なし 3

市民局
消費生活センター

2



　３　事業者に対する指導
（１） 国・県と連携した事業者指導

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

25 国・県との情報交換
国・県の会議等に参加し、消費者被害等に関する情報交換を行
い、悪質な消費者被害の防止に努めます。

・会議に出席し、情報交換を行った。

1
市民局
消費生活センター

26
県生活センターとの連
携【再掲59】

消費生活相談において、行政処分の可能性がある案件について
は、県生活センターと情報交換を行い、連携して対応することに
より、悪質な消費者被害の防止に努めます。

・県生活センターと情報共有を行い、悪質
事業者の調査などに協力した。

1
市民局
消費生活センター

（２） 広島市消費生活条例に基づく不当取引行為への対応

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

27
事業者からの事情聴取
等の実施

不当な取引行為が懸念される場合には、事業者への状況聴取、三
者面談等を行うことで実態を把握するとともに、事業者と改善に
ついて協議を行い、事業活動の是正を図ります。

・（不当取引行為に関する指導等）
実績なし

3
市民局
消費生活センター

28
条例に基づく事業者へ
の調査・指導・勧告等
【再掲7、24】

事業者への調査・指導・勧告等を行い、被害の発生や拡大の防止
を図ります。

・実績なし

3
市民局
消費生活センター

29
条例に基づく不当取引
防止のための情報収集

条例に定める不当な取引行為の禁止に係る運用について、他都市
の取組について調査・研究し、不当取引の防止に努めます。

・情報収集に努めたが、特に顕著な他都市
の取り組みは見受けられなかった。

2
市民局
消費生活センター

　４　安全・安心な地域づくりの推進
（１） 地域連携による安全・安心な環境づくりの推進

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

30

消費生活出前講座の実
施
【再掲73、78、
102】

学校、高齢者団体、地域で高齢者を支援する団体などに講師を派
遣し、消費者トラブルの実例などを通して、消費生活の基礎的知
識の普及に努め、自立した消費者の育成と消費者被害の未然防止
や拡大防止を図ります。

・開催回数
114回（140.5時間分）

・受講者数
5,745人

1
市民局
消費生活センター

31
地域住民への情報提供
【再掲53】

消費者被害や消費生活センターの業務内容に関する情報を地域住
民に直接届けることにより、消費者被害の防止を図るとともに、
消費生活センターの認知度を向上させ、消費生活相談につなげま
す。

・配食サービスを利用した情報提供
48,000部

・高齢者への消費生活相談周知事業
230,000部

・食材配達サービスを利用した情報提供
70,000部

1
市民局
消費生活センター

32
消費者啓発パンフレッ
ト等の作成等
【再掲86】

消費者被害防止パンフレットや訪問販売お断りステッカーなどを
作成し、消費生活出前講座の場などを利用して配付することによ
り、消費者被害の未然防止や拡大防止を図ります。

・出前講座等を活用し、パンフレットやス
テッカーの配布を行った。

1
市民局
消費生活センター

33

消費者安全確保部会の
構成団体と連携した見
守り体制の整備
【再掲104】

消費者安全確保部会の構成団体に所属する方に、消費生活に関す
る見守り活動のあり方を学ぶための講座等を実施し、消費生活サ
ポーターや消費生活協力団体として、見守り活動に取り組む体制
を整備することにより、消費者被害の未然防止や拡大防止を図り
ます。

・消費者安全確保部会の構成団体等が実施
する研修会に、当センター職員が参加した
ほか、構成団体が主催する取組の広報を
行った。また、啓発グッズの配布やメール
通信の配信先を増やすなど、消費生活に関
する情報提供に努めた。 1

市民局
消費生活センター

34
見守り関係団体等との
連携
【再掲105】

消費生活協力団体や地域包括支援センター等と情報を共有し、地
域の見守り活動を実施することにより、消費者被害の未然防止や
拡大防止を図ります。

・メールによる高齢者等の消費者被害に関
する情報提供
　年12回
・地域包括支援センター等からの情報提供

83件

1

・見守り関係団体と更な
る連携強化のため、デジ
タル技術を活用した取組
の導入を検討する。

市民局
消費生活センター

35
消費生活サポーターの
育成
【再掲106】

高齢者等の見守り活動のあり方を学ぶための講座の実施や活動を
支援する情報の提供等により、見守り活動を担う人材を育成し、
高齢者等の消費者被害の未然防止や拡大防止を図ります。

・消費者問題に関する専門知識や見守り活
動の在り方を学ぶための講座をオンライン
で随時受講可能とし、消費生活サポーター
の登録を呼びかけた。すでにサポーターと
して登録している人や見守り関係者を対象
とした消費生活サポーター研修会実施し
た。
　登録者数　1１8人（3月時点）
　登録学区数　66小学区

1

・消費生活サポーター養
成講座について、実地開
催することとし、オンラ
イン講座と並行して消費
生活サポーターへの登録
を呼びかける。また、引
き続き既存サポーター向
けの研修会を実施する。

市民局
消費生活センター

36
消費生活協力団体の育
成
【再掲107】

高齢者等の見守り活動のあり方を学ぶための講座の実施や活動を
支援する情報の提供等により、消費者安全の確保に取り組む消費
生活協力団体を育成し、消費者被害の未然防止や拡大防止を図り
ます。

・新規委嘱団体を対象に、オンラインで見
守り講座を実施した。
　登録団体数　13１団体（3月時点）
　登録学区数　113小学区

1
市民局
消費生活センター

3



（２） ぜい弱な消費者の権利擁護の推進

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

37

消費生活相談における
ぜい弱な消費者の権利
擁護の推進のための関
係機関の紹介

自立した消費生活が難しいと思われる場合には、家族や介護支援
専門員などに権利擁護のための制度や行政の福祉関係窓口を紹介
し、利用を促すことにより、消費者被害の未然防止につなげるよ
う努めます。

・地域包括支援センターや社会福祉協議会
等を紹介した件数　49件

1
市民局
消費生活センター

38
成年後見制度利用支援
事業

身寄りのない高齢者や障害者が、判断能力が十分でないため財産
の管理ができない場合には、本人の権利を擁護するため、財産管
理などを代わりに行う成年後見制度の利用促進を図ります。

・市長による家庭裁判所への成年後見人等
選任の申立て
　身寄りがなく、判断能力が十分でない高
齢者等の財産管理などを代わりに行う成年
後見人等の選任の申立てを、市長が家庭裁
判所に行った。
　高齢　92件
　障害　5件
　精神　11件
・成年後見人等への報酬額助成

資力が十分でなく、成年後見人等への報
酬の支払が困難な人に、家庭裁判所が決定
した報酬相当額を助成した。
　高齢　222件
　障害　34件

精神　42件

1

健康福祉局
高齢福祉課
障害自立支援課
精神保健福祉課
障害福祉課

39
福祉サービス利用援助
事業「かけはし」

認知症などにより判断能力の不十分な高齢者又は障害者が福祉
サービスの利用等において不利益を被ることのないよう、社会福
祉協議会が実施する福祉サービス利用援助事業の充実を図りま
す。

・令和６年度の「かけはし」契約締結数
6７件
実利用者数　35８件
（令和６年度以前の継続利用者数を含

む。）

1
健康福祉局
地域共生社会推進
課

40
高齢者を対象とした安
全情報提供ネットワー
クの運営

県警から市町に電子メールで送信される高齢者を狙った犯罪情報
やその対策等を、関係各課や社会福祉施設等に情報提供し、高齢
者が集まる場所へ掲出を依頼し、高齢者の消費者被害の発生の防
止を図ります。

・電子メール（犯罪情報官速報）が届き次
第、関係各課や当課が所管する老人福祉施
設等へ転送し、高齢者の目に触れる場所へ
の掲示や高齢者への伝達を依頼した。

1
健康福祉局
高齢福祉課

41 発達障害者支援事業

話し言葉によるコミュニケーションが困難な方が安心して生活で
きるよう、イラストを指さすことでお互いの意思を伝達し合える
「コミュニケーション支援ボード」をホームページ上で提供し、
コミュニケーションのバリアフリーの推進を図ります。

・コミュニケーション支援ボードについ
て、広島市のHPで周知を図るとともに、教
育委員会が実施している新任特別支援教育
コーディネーター研修において、活用方法
等について周知を図った。

1
こども未来局
こども青少年支援
部

42
消費生活相談での外国
人への対応
【再掲44】

多言語で生活に関する相談などを行う外国人相談窓口や音声通訳
アプリを活用することにより、日本語が十分理解できない外国人
の相談対応を強化します。

・日本語が十分理解できない外国人の相談
対応時には、多言語で生活に関する相談な
どを行う外国人相談窓口や音声通訳アプリ
を活用した。

1
市民局
消費生活センター

— — —

・令和５年度から、防犯機能付き電話機設
置等補助事業を実施。
　65歳以上の者のみで構成される世帯に対
し、防犯機能付き電話機の設置等に要する
経費の一部を補助することにより、特殊詐
欺被害の未然防止を図った。
　件数　273件

1
市民局
市民安全推進課
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　「第３次広島市消費生活基本計画」消費者施策（個別施策）実施状況

○基本方針２　消費者の被害の救済
　１　相談体制の充実
　（１）　相談機能の強化

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

43

消費生活相談のデジタ
ルトランスフォーメー
ション（ＤＸ）への対
応

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の進展を踏まえ、相
談者が消費生活相談をしやすい環境の整備に取り組み、相談者の
利便性の向上と業務の効率化を図ります。

・令和５年７月からHP上のフォーマットに
必要事項・相談事項を記入し送信すること
で、容易に消費生活相談を行えるメール相
談を開始した。
　メール相談件数　44件

1

・国が令和８年１０月稼
働を予定している消費生
活相談の新システムの整
備に向け、ネットワーク
の整備等を行う。

市民局
消費生活センター

44
消費生活相談での外国
人への対応
【再掲42】

多言語で生活に関する相談などを行う外国人相談窓口や音声通訳
アプリを活用することにより、日本語が十分理解できない外国人
の相談対応を強化します。

・日本語が十分理解できない外国人の相談
対応時には、多言語で生活に関する相談な
どを行う外国人相談窓口や音声通訳アプリ
を活用した。

1 　
市民局
消費生活センター

　（２）　相談対応力の向上

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

45
国民生活センター等主
催の相談業務に係る研
修への参加

国民生活センターが実施する専門研修や県が実施する研修に相談
員を参加させ、専門知識を習得するとともに、総合的な能力の向
上に努めます。

・国民生活センター及び県が主催する消費
生活相談員を対象としたレベルアップ研修
に13人が参加した。 1

市民局
消費生活センター

46
消費生活センター主催
の相談業務に係る研修
の実施

消費生活センターにおいて研修を実施し、相談対応能力などの相
談員の総合的な資質の向上に努めます。

・消費生活相談員研修として「特定商取引
法に係る消費者トラブルについて」を開催
した。 1

・実際の相談に活かせる
ような内容テーマで研修
を実施する。 市民局

消費生活センター

47
弁護士会との事例検討
会の実施
【再掲62】

弁護士を講師に招き、解決困難事例等について事業者との交渉方
法等のアドバイスを受ける事例検討会を実施し、複雑化・多様化
する消費者トラブルに対応するための能力向上を図ります。

・相談員から検討事例を募り、「住宅リ
フォームのトラブルに係る消費生活相談対
応について」事例検討会を開催した。 1

・相談事例に対して適切
に対応できるよう、相談
員が希望する事例検討を
行う。

市民局
消費生活センター

48
消費者被害に関する広
域的情報共有

全国消費生活情報ネットワークを活用し、全国または広島広域都
市圏等での消費生活相談等に関する情報を把握し、市民に提供す
ることで、被害拡大の防止を図ります。
相談情報をネットワークに登録することにより、全国の消費生活
センターと情報共有を図るとともに、相談データの管理・検索の
効率化を図ります。

・注意喚起が必要な相談情報を入手した場
合には、ホームページや電子メールなどを
活用し、情報提供を行った。

1
市民局
消費生活センター

49
相談員のあっせんによ
る契約トラブル等の解
決

複雑・高度な内容の消費生活相談で事業者との交渉が必要な場合
には、相談員が消費者と事業者の間に入って交渉し、あっせんに
よる問題解決を図ります。

・あっせん件数　580件

1
市民局
消費生活センター

50
弁護士による助言業務
の実施
【再掲64】

専門的な法律知識を要する相談については、相談員が弁護士から
の的確な助言を仰ぎ、消費者トラブルの解決を図ります。

・個別の相談事案に関する法的な問題につ
いて、相談者及び相談員が弁護士から助言
を受けた。
　2時間×５０回

1

　

市民局
消費生活センター

　（３）　消費者紛争・訴訟への支援

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

51
消費生活紛争調停委員
会における調停等

消費生活紛争調停委員会で被害救済の調停及び訴訟費用の貸付の
認定等の審議を行い、解決を図ります。
消費生活紛争調停委員会で、調停で解決できなかった苦情などに
ついて、一定の要件を満たす場合は、訴訟に必要な費用の貸付け
を行います。

・実績なし

3
市民局
消費生活センター

52
適格消費者団体との連
携【再掲65】

適格消費者団体との連携を進めるとともに、被害拡大の恐れのあ
る場合は、相談者に同団体へ情報の提供を働きかけ、被害の拡大
防止に努めます。

・情報提供を行った事例はなかった。
・個々の相談処理にあたって被害拡大の恐
れのある相談について同団体への情報提供
を勧めた。

1

　

市民局
消費生活センター

5



（４） 広島市消費生活センターの周知

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

53
地域住民への情報提供
【再掲31】

消費者被害や消費生活センターの業務内容に関する情報を地域住
民に直接届けることにより、消費者被害の防止を図るとともに、
消費生活センターの認知度を向上させ、消費生活相談につなげま
す。

・配食サービスを利用した情報提供
48,000部

・高齢者への消費生活相談周知事業
230,000部

・食材配達サービスを利用した情報提供
70,000部

1
市民局
消費生活センター

54
消費生活情報紙の作成
等
【再掲76、85】

消費生活情報紙「知っ得なっとく」を作成し、市民等に提供する
ことにより、自立した消費者の育成と消費者被害の未然防止や拡
大防止を図ります。

・発行回数
年3回（6月、9月、2月）

・発行部数　6,000部/回
・配布先：公的機関・施設、市内小・中・
高等・中等教育・特別支援学校・大学・民
生委員等

1
市民局
消費生活センター

55
市広報紙等を活用した
情報提供
【再掲87】

市の広報紙や広報番組、ＳＮＳなどを活用し、消費生活に関する
情報を市民に提供することにより、自立した消費者の育成と消費
者被害の未然防止や拡大防止を図ります。

・市広報紙「ひろしま市民と市政」15回
令和６年5月15日号（展示「デジタル時代
に求められる消費者力とは」）
令和６年6月15日号（おやこ消費者学習
会）
令和６年8月１５日号（金融犯罪被害の防
止に向けたパネル展）
令和６年９月１日号（消費者トラブル　悪
質商法VR体験会）
令和６年９月15日号（消費生活サポーター
になりませんか、消費者大学）
令和６年10月１日号（エシカルマップ登録
事業者の募集）
令和６年10月15日号（SDGsやエシカル
消費をテーマに制作したポスター発表）
令和６年11月１日号（弁護士・司法書士に
よる多重債務無料相談会）
令和６年12月１日号（消費生活審議会の市
民委員募集）
令和６年12月15日号（毎日の生活の中に
エシカル消費を）
令和７年２月15日号（若者が遭いやすいト
ラブルはこれ！）
令和７年３月１日号（大切な人の心と命を
守るために、消費生活モニター）
令和７年３月15日号（消費生活センターの
相談受け付け日時が変わります）
・テレビ広報番組「鈴木福のミミヨリ！ひ
ろしま」  ４回
《5月５日 デジタル時代に求められる消費
者力とは？》
《9月22日 消費生活サポーターについて》
《12月８日 エシカルマップでエシカル消
費！》
《３月16日 人との繋がりが広がる新年
度！消費者トラブルに気を付けて》

1

市民局
消費生活センター
企画総務局
広報課

・SNS掲載　7回
《5月27日配信　ＳＮＳで投資グループに
勧誘される詐欺的な投資トラブルに注
意！》
《6月28日配信　おやこ消費者学習会の開
催》
《7月8日配信　「ＮＴＴファイナンス」を
名乗る架空料金請求詐欺に注意！》
《8月2日配信　ＳＮＳやマッチングアプリ
で知り合った人から勧誘される副業のトラ
ブルに注意》
《8月22日配信　高齢者が狙われていま
す！不要品の回収を装った訪問購入に要注
意！》
《12月11日配信　給湯器の点検にご注意
ください！》
《12月20日配信　フィッシング詐欺にご
注意ください！》

56
消費者力向上キャン
ペーン事業
【再掲84】

消費者自らの学習意欲を高めるため、消費者団体、事業者団体等
と協力し、消費者月間や各種イベントに合わせて消費者啓発事業
を実施することにより、消費者力の向上を図ります。

・各区でのパネル展示
・区役所市民待合室及び広島駅南口地下広
場での啓発動画放映
・消費者月間懸垂幕掲示(市役所本庁舎)
・デジタルサイネージでの配信(わが街ナ
ビ、ブチエーサイネージ)
・消費者力向上キャンペーンinマツダスタ
ジアム
・広報紙、広報番組での啓発

1
市民局
消費生活センター

6



　２　関係機関との連携
　（１）　行政機関との連携

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

57
市関係相談窓口との連
携

消費生活センターと消費者問題に関係する相談窓口及び関係機関
が連携し、相談内容の解決や情報共有を進めます。

・相談内容に応じて、市内部の関連する窓
口の連携により情報共有や問題解決に努め
た。

1
市民局
消費生活センター

57
⑴

市民相談
日常生活上の法律関係や交通事故に関する困りごとなどについて
相談を受け付けます。

・民事相談件数　3,203件
・交通事故相談件数　122件
・法律相談件数　746件
※消費者トラブル以外の相談件数を含む。

1 令和６年度と同様に実施
企画総務局
市民相談センター

57
⑵

女性・男性のためのな
んでも相談

広島市男女共同参画推進センターにおいて、女性及び男性が直面
するさまざまな悩み、不安を話せる場として開設し、消費生活に
関する相談があった場合、必要に応じて他の専門機関を紹介しま
す。

・女性のためのなんでも相談
　休館日を除き、毎日実施
　相談実績　3,227件
・男性のためのなんでも相談
　毎週水曜日・土曜日実施
　相談実績　305件

1
市民局
男女共同参画課

57
⑶

暴力被害相談

・暴力被害相談センター及び区役所巡回相談において、暴力団な
どの介入や暴力がらみの債権の取立て、工事の施工、不動産の売
買、商品の販売などに関する相談に応じ、その解決方法を助言・
指導するとともに、必要に応じて警察等への連絡や適切な相談窓
口の紹介を行います。

・相談件数　9件
・暴力被害相談センター（本庁舎12階）
　平日８時30分～17時00分
　相談専用電話：504-2710
・区役所巡回（13～15時）
　東区：第1火曜日 南区：第3火曜日
　西区：第4火曜日 安佐南区：第3木曜日
　安佐北区：第2木曜日 安芸区：第1木曜日
　佐伯区：第4木曜日

1
市民局
市民安全推進課

57
⑷

犯罪被害者等総合相談

・広島市犯罪被害者等総合相談窓口において、犯罪被害者等から
の相談や問合せに対し、庁内関係課の各種支援制度の案内を行う
とともに、必要に応じて庁外関係機関・団体に関する情報提供や
橋渡しなどを行います。

・相談件数　135件
犯罪被害者等総合相談窓口（本庁舎12階）
　平日８時30分～17時15分
　相談専用電話：504-2722

1
市民局
市民安全推進課

57
⑸

保健・医療・福祉総合
相談

・各区厚生部地域支えあい課に保健・医療・福祉総合相談窓口を
開設し、保健師とケースワーカーが高齢者や心身に障害のある市
民からの相談に応じ、助言や情報提供を行うとともに、適切な
サービスが提供されるよう関係部局や関係機関との連絡調整を行
います。

・相談件数　3,854件

1
健康福祉局
健康福祉企画課

57
⑹

地域包括支援センター
における総合相談

・市内４１か所に設置されている地域包括支援センターにおい
て、高齢者やその家族等から様々な相談を受け、必要な情報提供

や関係機関との連絡調整等を行います。

・地域包括支援センターにおける相談件数
　348,862件 1

健康福祉局
地域包括ケア推進
課

57
⑺

障害者相談支援事業
・委託相談支援事業所において、情報の提供等を総合的に行いま
す。

・生活全般の相談の中で、必要に応じて対
応している。
・家計・経済に関する支援

1
健康福祉局
障害自立支援課

57
⑻

精神保健福祉相談

・各区保健センター（厚生部地域支え合い課）や精神保健福祉セ
ンターにおいて、様々な心の悩みやストレスに関する相談を受け
付けるとともに、悩みの背景となっている問題に応じて、適切な
相談機関へのつなぎ等も行います。

【精神保健福祉センター】
・精神保健福祉センターにおける相談件数
　3,716件
・「こころの健康よろず相談」の開催
　日時：令和6年10月27日（日）
　場所：広島市消費生活センター
　参加者:：33人
【区保健センター（厚生部地域支えあい
課）】
・面接相談　延べ1,780件
・電話相談　延べ6,504件

1

健康福祉局
精神保健福祉セン
ター相談課
精神保健福祉課

57
⑼

医療安全支援センター
事業

・患者や家族等からの医療に関する相談、苦情を受け付け、助言
や医療機関への情報提供を行うことなどにより、患者と医療機関
とのより良い信頼関係を構築し、市民が安心して医療を受けるこ
とができる環境づくりを支援します。

・相談件数　1,426件／年
（電話1,379件、面接11件、メール等36
件)

1
健康福祉局
医療政策課

57
⑽

食品衛生に関する苦
情・相談の受付

・食品衛生に関する消費者からの苦情・相談に対応します。
・苦情・相談件数　３０８件

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

57
⑾

食品表示に関する苦
情・相談の受付

・食品表示に関する消費者からの苦情・相談に対応します。
・消費者からの食品表示に関する苦情の受
付、調査、指導を実施
　件数　１１件

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

57
⑿

医事指導事業
・市民からの医療施設及び医療関係施設に対する保健衛生上の苦
情に伴う調査・指導を行います。

・市民からの苦情に対して、必要に応じて
調査・指導を実施
　件数　53件

1
健康福祉局
環境衛生課

57
⒀

薬事指導事業
・市民からの医薬品販売等に対する保健衛生上の苦情に伴う調
査・指導を行います。

・市民からの苦情に対して、必要に応じて
調査・指導を実施
　件数　9件

1
健康福祉局
環境衛生課

57
⒁

家庭用品安全対策事業
・衣類や洗浄剤などの家庭用品に含有される可能性のある有害物
質に関する消費者からの相談に対応します。

・相談実績なし
1

健康福祉局
環境衛生課

57
⒂

毒物劇物指導事業
・市民からの毒物劇物販売業の店舗等の施設に対する苦情に伴う
調査・指導を行います。

・相談実績なし
3

健康福祉局
環境衛生課

57
⒃

住宅に関する相談事業

・住宅リフォーム、耐震及びマンション管理等に関して、専門的
知識を有する建築士、弁護士により、的確なアドバイスを市民に
対し実施します。
・マンションの管理方法やトラブル等の相談に対し、広島県マン
ション管理士会所属のマンション管理士がアドバイスをする「マ
ンション無料相談事業」に要する経費の一部を補助し、マンショ
ン居住者の良好な環境の確保に努めます。

・住宅相談
　建築士及び弁護士による無料相談（月１
回、13:30-16:30、1人30分以内）
　実績：建築士61件、弁護士67件

・マンション無料相談
　広島県マンション管理士会が実施する
「マンション無料相談事業」に対し補助金
を交付した。

1
都市整備局
住宅政策課

7



No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

58
多重債務問題対策にお
ける関係機関等との連
携

多重債務問題関係課長連絡会議における多重債務の相談状況や実
状等の情報交換や、窓口で市民と接する関係課職員への研修会を
開催することにより、相談窓口への誘導や多重債務に苦しむ市民
の早期発見に努めます。

・多重債務問題関係課長連絡会議を実施
し、市内部の関連する窓口の連携により情
報共有や問題解決に努めた。

1
市民局
消費生活センター

59
県生活センターとの連
携
【再掲26】

消費生活相談において、行政処分の可能性がある案件について
は、県生活センターと情報交換を行い、連携して対応することに
より、悪質な消費者被害の防止に努めます。

・県生活センターと情報共有を行い、悪質
事業者の調査などに協力した。 1

　
市民局
消費生活センター

60 県警との連携
消費生活相談において、犯罪につながる可能性がある案件につい
て、県警と情報交換を行い、連携して対応することにより、悪質
な消費者被害の防止に努めます。

・相談の中で悪質な事例においては、相談
者に警察への通報を奨励し、問題の共有を
図った。

1
市民局
消費生活センター

　（２）　相談機関等との連携

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

61
弁護士会等との連携に
よる相談会の実施

弁護士会、司法書士会等との連携により無料相談会を実施し、消
費生活センターのみでは解決することが困難な事案について専門
家の協力を得て解決を図ります。

・多重債務問題について市民向けの無料相
談会を実施し、弁護士会、司法書士会から
相談員を招き、困難な事案の解決を図っ
た。

1
市民局
消費生活センター

62
弁護士会との事例検討
会の実施
【再掲47】

弁護士を講師に招き、解決困難事例等について事業者との交渉方
法等のアドバイスを受ける事例検討会を実施し、複雑化・多様化
する消費者トラブルに対応するための能力向上を図ります。

・相談員から検討事例を募り、「住宅リ
フォームのトラブルに係る消費生活相談対
応について」事例検討会を開催した。 1

・相談事例に対して適切
に対応できるよう、相談
員が希望する事例検討を
行う。

市民局
消費生活センター

63
各種業界の相談窓口と
の連携
【再掲90】

消費生活センターに寄せられる消費者の苦情や相談等について、
事業者団体等へ情報提供し、事業者との連携を深めることによ
り、消費者トラブルの解決を図ります。
業界団体との情報交換や会議の場を利用して、情報交換を行い、
消費者トラブルの解決を図ります。

・中国消費者窓口連絡協議会（CCAC）の
勉強会に参加し、情報交換などを通じ、消
費者トラブルの解決に役立てた。 1 　

市民局
消費生活センター

64
弁護士による助言業務
の実施
【再掲50】

専門的な法律知識を要する相談については、相談員が弁護士から
の的確な助言を仰ぎ、消費者トラブルの解決を図ります。

・個別の相談事案に関する法的な問題につ
いて、相談者及び相談員が弁護士から助言
を受けた。
　2時間×５０回

1 　
市民局
消費生活センター

65
適格消費者団体との連
携
【再掲52】

適格消費者団体との連携を進めるとともに、被害拡大の恐れのあ
る場合は、相談者に同団体へ情報の提供を働きかけ、被害の拡大
防止に努めます。

・情報提供を行った事例はなかった。
・個々の相談処理にあたって被害拡大の恐
れのある相談について同団体への情報提供
を勧めた。

1 　
市民局
消費生活センター

　３　消費者意見の反映
　（１）　消費者施策への消費者意見の反映

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

66
消費生活相談における
消費者の意見・要望等
の把握・反映

消費生活に関する相談及び苦情の処理・あっせんを行う際に、消
費者の意見・要望等を的確に把握し、消費者施策に反映します。

・相談員情報交換会や研修を通じて、消費
者のニーズを検討し業務の向上に努めた。

1
市民局
消費生活センター

67
消費生活審議会への消
費者団体、公募市民の
参画

消費生活審議会への消費者団体及び公募市民の参画による意見聴
取などにより、市民意見を反映します。

・消費者団体、公募市民参画による審議会
及び部会を開催し、意見を聴取した。
　消費生活審議会2回
　消費者教育部会1回
　消費者安全確保部会1回

1
市民局
消費生活センター

68

消費生活基本計画案へ
のパブリックコメント
の募集と意見の計画へ
の反映

消費生活基本計画の策定に当たり、パブリックコメントを募集
し、計画に意見を反映します。

・本計画改定時である令和４年度に実施済
み。

3
市民局
消費生活センター

69
消費生活モニター、
ホームページにおける
消費者の意見の募集

物価調査において消費生活モニターからの意見を聴取します。ま
た、必要に応じてホームページにおいて消費者の意見の募集を行
い、消費者施策に適切に反映させます。

・該当事案なし

3
市民局
消費生活センター

70 市長への申出制度
消費者の権利が侵害されていることについて相当な理由があると
き、市長へその旨の申出があった場合は、条例に基づく措置を講
じます。

・該当事案なし

3
市民局
消費生活センター

8



　「第３次広島市消費生活基本計画」消費者施策（個別施策）実施状況

○基本方針３　消費者教育の推進
　１　ライフステージに応じた消費者教育の推進
　（１）　学校における消費者教育の推進

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

71
消費者教育教材の作成
等
【再掲77】

消費生活について、わかりやすく学ぶための消費者教育教材や教
員が指導するときに参考となる指導資料等を作成・配布すること
により、自立した消費者の育成を図ります。

・教員向け消費者教育オンライン講座～事
例編～を作成した。
・啓発チラシ・リーフレットを配布した。
　小学校　約12,000部
　中学校　約12,000部
　高等学校　約5,000部
・「消費者教育情報」を8回メール配信

1

市民局
消費生活センター
教育委員会
指導第一課
指導第二課
特別支援教育課

72
消費者教育コーディ
ネーターの学校訪問

消費者教育コーディネーターが学校を訪問し、学校現場の情報収
集や消費生活センターからの情報提供を行い、教育委員会と連携
した消費者教育の推進を図ります。

・広島市立河内小学校をモデル校とし、年
間を通じて学校訪問を行い、1年生～６年
生までと特別支援学級の児童に対して、計
画的に消費者教育としての授業実践を７回
試みた。
（年間５回学校訪問を行った）

1

市民局
消費生活センター
教育委員会
指導第一課
指導第二課
特別支援教育課

73
消費生活出前講座の実
施【再掲30、78、
102】

学校、高齢者団体、地域で高齢者を支援する団体などに講師を派
遣し、消費者トラブルの実例などを通して、消費生活の基礎的知
識の普及に努め、自立した消費者の育成と消費者被害の未然防止
や拡大防止を図ります。

・開催回数
　114回（140.5時間分）
・受講者数
　5,745人

1

　

市民局
消費生活センター

74
電子メディアに関する
講習会の開催
【再掲79】

青少年や保護者及び教職員等を対象として、インターネットやＳ
ＮＳ等電子メディアの利用に係る危険性、正しい活用方法及び利
用する際の家庭でのルールづくりに関する講習会を開催し、青少
年の電子メディアの適正利用を促します。

・消費生活センター主催のおやこ消費者学
習会での電子メディア協議会と連携した講
習会を実施
　開催日　７月２７日
　参加人数　計１６人
　（当日参加者児童９人保護者７人）

1

　

市民局
消費生活センター
こども未来局
こども青少年支援
部

75
大学等における消費者
教育の推進

大学等に、新入生を対象にした消費者教育の実施を働きかけると
ともに、消費生活に関する情報を提供することにより、クレジッ
トカード、悪質商法等に係るトラブル防止を図ります。

・大学、専門学校での出前講座を実施
　大学等５校１０回（消費者教育コーディ
ネーター実施）
・大学等への消費者教育情報を３回メール
配信

1
市民局
消費生活センター

76
消費生活情報紙の作成
等【再掲54、85】

消費生活情報紙「知っ得なっとく」を作成し、市民等に提供する
ことにより、自立した消費者の育成と消費者被害の未然防止や拡
大防止を図ります。

・発行回数
　年3回（6月、9月、2月）
・発行部数　6,000部/回
・配布先：公的機関・施設、市内小・中・
高等・中等教育・特別支援学校・大学・民
生委員等

1 　
市民局
消費生活センター

9



　（２）　地域・家庭・職場における消費者教育の推進

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

77
消費者教育教材の作成
等
【再掲71】

消費生活について、わかりやすく学ぶための消費者教育教材や教
員が指導するときに参考となる指導資料等を作成・配布すること
により、自立した消費者の育成を図ります。

・教員向け消費者教育オンライン講座～事
例編～を作成した。
・啓発チラシ・リーフレットを配布した。
　小学校　約12,000部
　中学校　約12,000部
　高等学校　約5,000部
・「消費者教育情報」を8回メール配信

1

0

市民局
消費生活センター
教育委員会
指導第一課
指導第二課
特別支援教育課

78

消費生活出前講座の実
施
【再掲30、73、
102】

学校、高齢者団体、地域で高齢者を支援する団体などに講師を派
遣し、消費者トラブルの実例などを通して、消費生活の基礎的知
識の普及に努め、自立した消費者の育成と消費者被害の未然防止
や拡大防止を図ります。

・開催回数
　114回（140.5時間分）
・受講者数
　5,745人

1

　

市民局
消費生活センター

79
電子メディアに関する
講習会の開催
【再掲74】

青少年や保護者及び教職員等を対象として、インターネットやＳ
ＮＳ等電子メディアの利用に係る危険性、正しい活用方法及び利
用する際の家庭でのルールづくりに関する講習会を開催し、青少
年の電子メディアの適正利用を促します。

・消費生活センター主催のおやこ消費者学
習会での電子メディア協議会と連携した講
習会を実施
　開催日　７月２７日
　参加人数　計１６人
　（当日参加者児童９人保護者７人）

1

　

市民局
消費生活センター
こども未来局
こども青少年支援
部

80
小学生向け夏休み研究
学習会等の実施

夏休み期間中に、家庭生活に密着した消費者教育を行う学習会を
実施し、消費行動の実践力の向上を目指します。
子どもたちが参加するイベントに出展し、消費行動の実践力の向
上を目指します。

・金融広報アドバイザー、電子メディア協
議会の講師による「買い物名人になろう」
「スマホなどの使い方を考えよう」につい
ての学習会を実施した。
・各イベントでの子どもコーナー設置によ
る啓発活動実施（マツダ・koi koi水辺フェ
ス・食ロス削減・二十歳を祝う集い・みな
とフェスタ）

1
市民局
消費生活センター

81
夏休み親子体験教室の
実施

夏休み期間中に、親子で学ぶ体験教室を実施し、食品衛生や食肉
についての正しい知識の普及啓発を図ります。

・獣医学生向け体験型公衆衛生実習充実の
ため、実施せず。

2
・予算を計上しておら
ず、実施予定はない。

健康福祉局
食肉衛生検査所

82
二十歳を祝うつどいに
おける消費者啓発

二十歳を祝うつどいにおいて、消費者被害に関する情報を提供す
るなど消費者啓発を行うことにより、消費者力の向上を図りま
す。

・二十歳を祝うつどいにおいて、啓発物品
等を配布し、消費者啓発を行った。

1
市民局
消費生活センター

83
社会教育施設における
消費者啓発

公民館などの社会教育施設において、消費者被害に関する情報を
提供するなど消費者啓発を行うことにより、消費者が生涯にわ
たって消費者教育を受けることができる学習機会を提供し、消費
生活に関する教養の向上を図ります。

・実施館数　48公民館
・実施講座数　62講座（うち展示2件）
・延参加者数　1,942人

1
市民局
生涯学習課

84
消費者力向上キャン
ペーン事業
【再掲56】

消費者自らの学習意欲を高めるため、消費者団体、事業者団体等
と協力し、消費者月間や各種イベントに合わせて消費者啓発事業
を実施することにより、消費者力の向上を図ります。

・各区でのパネル展示
・区役所市民待合室及び広島駅南口地下広
場での啓発動画放映
・消費者月間懸垂幕掲示(市役所本庁舎)
・デジタルサイネージでの配信(わが街ナ
ビ、ブチエーサイネージ)
・消費者力向上キャンペーンinマツダスタ
ジアム
・広報紙、広報番組での啓発

1 　
市民局
消費生活センター

85
消費生活情報紙の作成
等
【再掲54、76】

消費生活情報紙「知っ得なっとく」を作成し、市民等に提供する
ことにより、自立した消費者の育成と消費者被害の未然防止や拡
大防止を図ります。

・発行回数
　年3回（6月、9月、2月）
・発行部数　6,000部/回
・配布先：公的機関・施設、市内小・中・
高等・中等教育・特別支援学校・大学・民
生委員等

1 　
市民局
消費生活センター

86
消費者啓発パンフレッ
ト等の作成等
【再掲32】

消費者被害防止パンフレットや訪問販売お断りステッカーなどを
作成し、消費生活出前講座の場などを利用して配付することによ
り、消費者被害の未然防止や拡大防止を図ります。

・出前講座等を活用し、パンフレットやス
テッカーの配布を行った。

1 　
市民局
消費生活センター

87
市広報紙等を活用した
情報提供
【再掲55】

市の広報紙や広報番組、ＳＮＳなどを活用し、消費生活に関する
情報を市民に提供することにより、自立した消費者の育成と消費
者被害の未然防止や拡大防止を図ります。

・市広報紙「ひろしま市民と市政」15回
令和６年5月15日号（展示「デジタル時代
に求められる消費者力とは」）
令和６年6月15日号（おやこ消費者学習
会）
令和６年8月１５日号（金融犯罪被害の防
止に向けたパネル展）
令和６年９月１日号（消費者トラブル　悪
質商法VR体験会）
令和６年９月15日号（消費生活サポーター
になりませんか、消費者大学）
令和６年10月１日号（エシカルマップ登録
事業者の募集）
令和６年10月15日号（SDGsやエシカル
消費をテーマに制作したポスター発表）
令和６年11月１日号（弁護士・司法書士に
よる多重債務無料相談会）
令和６年12月１日号（消費生活審議会の市
民委員募集）
令和６年12月15日号（毎日の生活の中に
エシカル消費を）
令和７年２月15日号（若者が遭いやすいト
ラブルはこれ！）
令和７年３月１日号（大切な人の心と命を
守るために、消費生活モニター）
令和７年３月15日号（消費生活センターの
相談受け付け日時が変わります）
・テレビ広報番組「鈴木福のミミヨリ！ひ
ろしま」  ４回
《5月５日 デジタル時代に求められる消費
者力とは？》
《9月22日 消費生活サポーターについて》
《12月８日 エシカルマップでエシカル消
費！》
《３月16日 人との繋がりが広がる新年
度！消費者トラブルに気を付けて》

1 　

市民局
消費生活センター
企画総務局
広報課
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・SNS掲載　7回
《5月27日配信　ＳＮＳで投資グループに
勧誘される詐欺的な投資トラブルに注
意！》
《6月28日配信　おやこ消費者学習会の開
催》
《7月8日配信　「ＮＴＴファイナンス」を
名乗る架空料金請求詐欺に注意！》
《8月2日配信　ＳＮＳやマッチングアプリ
で知り合った人から勧誘される副業のトラ
ブルに注意》
《8月22日配信　高齢者が狙われていま
す！不要品の回収を装った訪問購入に要注
意！》
《12月11日配信　給湯器の点検にご注意
ください！》
《12月20日配信　フィッシング詐欺にご
注意ください！》

88 消費者啓発用品の貸出
団体や個人からの依頼に応じて、啓発図書やDVD、タペストリー
等を貸出し、市民の消費生活に関する知識の向上を図ります

・展示コーナーパネル展示　随時更新
・パネル、タペストリー　公民館１箇所へ
貸出
・DVD及び啓発ゲーム　中学、高校６校及
び地域包括支援センター１箇所へ貸出

1
市民局
消費生活センター

89
「減らそう犯罪」推進
事業

各区において、地域団体や警察署等と連携・協働して、犯罪の起
こりにくい安全なまちづくりを推進し、安全・安心な地域社会の
実現を図ります。

・開催実績
　防犯講習会　74回
　市政出前講座　6回
　犯罪被害等防止教室　18校
　（広島市内に所在する市立中学校で開
催）
・広島県警察から提供される「減らそう犯
罪情報官速報」を、広島市ホームページへ
掲載した。

1
市民局
市民安全推進課

90
各種業界の相談窓口と
の連携
【再掲63】

消費生活センターに寄せられる消費者の苦情や相談等について、
事業者団体等へ情報提供し、事業者との連携を深めることによ
り、消費者トラブルの解決を図ります。
業界団体との情報交換や会議の場を利用して、情報交換を行い、
消費者トラブルの解決を図ります。

・中国消費者窓口連絡協議会（CCAC）の
勉強会に参加し、情報交換などを通じ、消
費者トラブルの解決に役立てた。 1 　

市民局
消費生活センター
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No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

91

公益通報に関する制度
のホームページでの情
報提供
【再掲118】

公益通報に関する制度をホームページに掲載し、情報提供を行
い、消費者の利益を擁護するための事業活動の推進を図ります。

・公益通報に関する制度をホームページに
掲載し、情報提供を行った。

1 　
企画総務局
総務課

92
ひろしまエコ事業所認
定制度
【再掲119】

地球温暖化の防止等環境に配慮した取組を積極的に実践している
事業所を「ひろしまエコ事業所」として認定し、事業者の取組意
欲を高めるとともに、機運の醸成を図ります。

・事業者自らが省エネ等の環境に配慮した
取組の推進を図り、その内容について、
ホームページ及びチラシで広報を行った。
・認定事業所数
　18事業所（令和7年3月31日現在）

1 　
環境局
温暖化対策課

93
広島市ごみ減量優良事
業者表彰制度
【再掲120】

事業系ごみの減量・資源化に積極的な取り組みをしている事業者
を表彰し、その功績をたたえ、ごみ減量・資源化の推進を目指し
ます。

・本表彰は隔年で開催している。前回は令
和５年度に表彰を行ったため、令和６年度
は表彰を行っていない。

3
　

環境局
業務第一課

94
広島市環境美化功労者
表彰
【再掲121】

環境美化のための清掃活動を続けている者又は団体等を表彰し、
その功績をたたえ、環境美化の推進を目指します。

・環境美化のための清掃活動を続けている
者又は団体等について、関係局・区及び団
体等に推薦を依頼し、推薦を受けた者の中
から被表彰者の選考及び決定を行う。
・表彰式を2月4日に実施した。

1

　

環境局
業務第一課

95
広島市生活衛生事業功
労表彰
【再掲122】

長年にわたり食品衛生や環境衛生など生活衛生事業のため献身的
な活動を続け、その功績が特に顕著である者及び他の模範とすべ
き優秀な施設等を表彰し、公衆衛生活動の向上を図ります。

・食品衛生功労者
　２人
・食品衛生優良施設
　5施設
・建築物環境衛生功労者
　１人
・環境衛生優良施設
　1施設

1 　

健康福祉局
食品保健課
食品指導課
環境衛生課

96
広島市男女共同参画推
進事業者表彰
【再掲123】

女性の能力発揮や職域拡大、仕事と家庭・地域活動の両立支援な
どに積極的に取り組み、他の模範となる事業者を表彰し、民間事
業者等の職場における男女共同参画の推進を図ります。

【一般表彰(表彰実績 2事業者)】
次のいずれかの取組を行っている事業者を
表彰した。
・女性の能力発揮、職域拡大などに積極的
に取り組んでいる。
・従業員に対して、仕事と家庭・地域活動
等の両立支援を行っている。
・その他、男女共同参画推進に向けた特色
のある取組を進めている。

1

　

市民局
男女共同参画課
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　２　消費者教育推進のための人材の育成
　（１）　学校における人材の育成

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

97
教員を対象とした消費
者教育研修の実施

国民生活センターの消費者教育研修に教員を派遣することによ
り、教員の指導力の向上を図ります。

・今年度は、教員を対象とした国民生活セ
ンターの研修が開催されなかった。
新規採用者に向けた研修講座において消費
者教育の講話を実施した。
教員の研修の充実を図るために、教員向け
オンライン講座ー事例編ーを作成し、学校
へも広報した。

1

市民局
消費生活センター
教育委員会
指導第一課
指導第二課
特別支援教育課

98
オンラインによる消費
者教育講座の実施

WEB会議システム等を利用したオンラインによる消費者教育講座
を実施することにより、教員の学習機会を提供し、総合的な資質
の向上に努めます。

・教員等を対象としたオンラインによる消
費者教育講座ー事例編ーをあらたに作成
し、学校へ広報した。
（ホームページからの申し込みによる受
講）

1

・令和５年度に作成した
消費者教育養成講座の活
用を図る。

市民局
消費生活センター
教育委員会
指導第一課
指導第二課
特別支援教育課

99
消費者教育コーディ
ネーターによる教員へ
の支援

教育委員会や学校と連携して、学校における消費者教育の現状と
課題を把握し、各学校での取組を推進するとともに、消費生活に
関する情報提供や消費者教育に係る実践指導等を行うことによ
り、学校での消費者教育の推進を図ります。

・各校種教科研究会で講話を実施
　小学校　８月７日
　中学校　８月２１日
・校長会等で消費者教育推進を依頼
　小学校長会（南区）２月５日
　中学教頭会　９月３日
　高等学校教頭会　７月２９日
・河内小学校校内研修会講話　7月２４日
・教員採用前研修会　３月８日
・広島市教育委員会　４月７日
・広島市教育センター　４月２４日

1

市民局
消費生活センター
教育委員会
指導第一課
指導第二課
特別支援教育課

100
消費者教育をサポート
する人材のあっせん

消費者教育に関する授業に必要となる専門的な知識を持つ人材を
あっせんすることにより、わかりやすい授業の実現を図ります。

・消費者教育をサポートする人材を紹介す
るチラシ「消費者教育講師派遣のご案内」
を広報した。

1

市民局
消費生活センター
教育委員会
指導第一課
指導第二課
特別支援教育課

101
消費者教育コーディ
ネーターの育成

消費者教育コーディネーターが、研修会への参加等により、消費
者問題や消費者教育に関する知識等を身に付け、学校と連携した
効果的な消費者教育の推進を図ります。

・消費者教育コーディネーター１人を、国
民生活センター主催の「令和６年度消費者
教育推進のための研修」、消費者教育支援
センター主催の「第８回消費者教育実践セ
ミナー」に派遣した。
・「令和６年度消費者教育コーディネー
ター講座において取組報告を行った。

1

市民局
消費生活センター
教育委員会
指導第一課
指導第二課
特別支援教育課

　（２）　地域における人材の育成

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

102
消費生活出前講座の実
施
【再掲30、73、78】

学校、高齢者団体、地域で高齢者を支援する団体などに講師を派
遣し、消費者トラブルの実例などを通して、消費生活の基礎的知
識の普及に努め、自立した消費者の育成と消費者被害の未然防止
や拡大防止を図ります。

・開催回数
　114回（140.5時間分）
・受講者数
　5,745人

1

　

市民局
消費生活センター

103 消費者大学の実施
消費者問題に対する学習意欲の高い消費者を対象に消費者大学を
開講し、地域における消費者活動を担う人材づくりに取り組みま
す。

・8回（2時間／回）開講
　受講者数　延べ187人

1
市民局
消費生活センター

104

消費者安全確保部会の
構成団体と連携した見
守り体制の整備
【再掲33】

消費者安全確保部会の構成団体に所属する方に、消費生活に関す
る見守り活動のあり方を学ぶための講座等を実施し、消費生活サ
ポーターや消費生活協力団体として、見守り活動に取り組む体制
を整備することにより、消費者被害の未然防止や拡大防止を図り
ます。

・消費者安全確保部会の構成団体等が実施
する研修会に、当センター職員が参加した
ほか、構成団体が主催する取組の広報を
行った。また、啓発グッズの配布やメール
通信の配信先を増やすなど、消費生活に関
する情報提供に努めた。 1

 

市民局
消費生活センター

105
見守り関係団体等との
連携
【再掲34】

消費生活協力団体や地域包括支援センター等と情報を共有し、地
域の見守り活動を実施することにより、消費者被害の未然防止や
拡大防止を図ります。

・メールによる高齢者等の消費者被害に関
する情報提供
　年12回
・地域包括支援センター等からの情報提供
　83件

1

・見守り関係団体と更な
る連携強化のため、デジ
タル技術を活用した取組
の導入を検討する。

市民局
消費生活センター

13



106
消費生活サポーターの
育成
【再掲35】

高齢者等の見守り活動のあり方を学ぶための講座の実施や活動を
支援する情報の提供等により、見守り活動を担う人材を育成し、
高齢者等の消費者被害の未然防止や拡大防止を図ります。

・消費者問題に関する専門知識や見守り活
動の在り方を学ぶための講座をオンライン
で随時受講可能とし、消費生活サポーター
の登録を呼びかけた。すでにサポーターと
して登録している人や見守り関係者を対象
とした消費生活サポーター研修会実施し

1

・消費生活サポーター養
成講座について、実地開
催することとし、オンラ
イン講座と並行して消費
生活サポーターへの登録
を呼びかける。また、引

市民局
消費生活センター

107
消費生活協力団体の育
成
【再掲36】

高齢者等の見守り活動のあり方を学ぶための講座の実施や活動を
支援する情報の提供等により、消費者安全の確保に取り組む消費
生活協力団体を育成し、消費者被害の未然防止や拡大防止を図り
ます。

・新規委嘱団体を対象に、オンラインで見
守り講座を実施した。
　登録団体数　13１団体（3月時点）
　登録学区数　113小学区

1

 

市民局
消費生活センター

108
公益社団法人広島消費
者協会への支援

公益社団法人広島消費者協会が実施する教育活動・調査研究活動
や地区活動等に対する事業補助、常勤職員の人件費補助を行い、
地域で消費者教育を行う人材を育成します。

・事業費補助（1/2補助）
　185,000円
・人件費補助（全額補助）
　6,723,060円

1
市民局
消費生活センター

109
消費者の自主活動の場
の提供

消費者のための活動について、研修室を無料で提供することによ
り、消費者団体等の自主的な活動を支援します。

・利用回数　92回
・利用者数　989人

1
市民局
消費生活センター

14



　「第３次広島市消費生活基本計画」消費者施策（個別施策）実施状況

○基本方針４　持続可能な社会の形成に向けた消費行動の推進
　１　エシカル消費の推進
　（１）　エシカル消費の普及啓発

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

110 エシカルマップの作成

エシカル消費に関連する商品を扱う店舗やエシカル消費に関連す
る取組等が、身近にあることを周知するためのマップを作成し、
市民のエシカル消費への意識を高めるとともに、行動の促進を図
ります。

・エシカル消費に関連する取り組みを紹介
するマップを作成し、市HP上で公開した。
　登録事業者数：26事業者

1

・エシカルマップの活用
を検討し、登録事業等と
連携した取組を行う。

市民局
消費生活センター

111
消費者団体や事業者等
と連携したエシカル消
費の普及啓発事業

エシカル消費を普及促進するための動画やパンフレット等を作成
するとともに、各地域で活動している団体や事業者等と連携を図
り、啓発活動を実施します。

・出前講座の実施《今年度開始》
　実績：１回
・平和記念式典での普及啓発
　冷水サービスにてエシカル消費のポス
ターを掲示した。
・広報紙
　「毎日の生活の中にエシカル消費を」
（12月15日号）としてエシカルの具体例
などを紹介した。
・広報番組
　「エシカルマップでエシカル消費！」
（12月8日）としてエシカル消費の具体例
などを紹介した。
・啓発動画の放映
　消費生活センター入口のサイネージで啓
発動画を放映した。
・展示ブース出展
　各種イベントに出展し、エシカル消費の
普及啓発活動を実施した。
　【イベント名】食品ロス削減イベント
「ゴミ減らそうデー」（環境政策課所
管）、koikoi水辺フェスタ、広島市立広島
商業高等学校のポスター発表展示会（そご
う２階）、食品ロス削減イベント「スマイ
ル！ひろしま広場」、広島みなとフェスタ
において、エシカル消費の普及啓発活動を
実施した。

1
市民局
消費生活センター

112
食品ロス削減キャン
ペーン「スマイル！ひ
ろしま」

市民・事業者・行政が一体となって食品ロス削減に取り組む環境
を整備し、食品ロス削減のための諸事業をまとめて食品ロス削減
キャンペーン「スマイル！ひろしま」として実施することによ
り、市民の食品ロス削減の取組機運の醸成を図ります。

・食品ロス削減協力店の募集・登録・ＰＲ
・環境イベント等の実施及び出展（８回）
・環境イベント等でのフードドライブの実
施（８回）
・ごみ減らそうデーの実施（７回）
・生ごみリサイクル講習会の開催（ダン
ボールコンポスト４回）及び本市ホーム
ページ上での講習会の動画配信
・エコクッキング教室の開催（５回）
・市内の大学の学生が考案したエコクッキ
ングレシピの作成、レシピ動画の作成、レ
シピを活用したエコクッキング教室の開催
・家庭ごみの分別・減量・リサイクルや食
品ロス削減についての出前環境講座
・ごみ減量啓発ＤＶＤの市民への貸出、
YouTubeへの公開
・「てまえどり運動」の実施
・「食品リサイクル・ループ」に関する周
知・啓発の実施
・「ぶちええね！食べきりキャンペーン」
の実施
・広島市食品ロス削減推進表彰の実施

1

・食品の寄附者と食品を
必要とする団体等を、イ
ンターネットを通じて
マッチングするシステム
を構築し、売れ残りなど
の食品の有効活用を促進
する。

環境局
環境政策課

113
わ食（和食・輪食・環
食）の推進

健全な食生活を実践する市民を増やすため、食に関する知識の普
及や情報提供など、官民一体となった食育を推進します。

・第４次広島市食育推進計画（令和４年３
月策定）における重点プログラム（８項
目）に基づいた食育推進プログラムに取り
組み、健全な食生活の実施についての普及
啓発を行った。

1
健康福祉局
健康推進課

114
「ひろしまそだち」地
産地消推進事業

市内で生産した農林水産物等に“ひろしまそだち”マークを表示
し、ホームページ等による情報発信や、「ひろしま朝市」などの
産地直売等により市内産・新鮮・安心な産品の地産地消を図りま
す。

・市内で生産した農林水産物等に“ひろし
まそだち”マークを表示し、市内産・新
鮮・安心な産品の地産地消を図った。
・企業との連携による“ひろしまそだち”
産品を活用したメニューの開発や、レシピ
動画のSNS等での配信などの情報発信、
「ひろしま朝市」の開催により地産地消の
推進を図った。

1
経済観光局
農政課

115 食農推進事業

栽培から食べることまで一貫した食農体験を実施するための環境
整備を行うとともに、食農体験の企画・運営に携わる市民ボラン
ティアの育成・活動支援により、「食」と「農」の理解の促進を
図ります。

・食農体験教室の実施のほか、食農コー
ディネーターの育成研修や活動支援を行っ
た。

1
経済観光局
農政課

116
広島市家庭用スマート
エネルギー設備設置補
助

住宅への家庭用燃料電池又は家庭用蓄電池の設置等に対する補助
を実施し、家庭からの温室効果ガス排出削減を図ります。

・補助対象機器
　家庭用燃料電池、家庭用蓄電池、V2H
　充放電設備（※）
・補助額
　3万円/台
・補助実績
　３９１台
・申請受付期間
　令和６年4月1５日～令和７年1月31日
（※）V2H充放電設備の設置等に対する補
助は、令和５年度から実施

1
環境局
温暖化対策課

15



　２　持続可能な社会の形成に向けた事業活動の推進
（１） 消費者志向経営の推進

No. 事業の名称 内　容 令和6年度の取組状況 区分
令和7年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

117
事業者に向けた消費者
志向経営の普及啓発

様々な機会をとらえて、事業者に消費者志向経営に関する情報提
供等を行い、普及啓発を図ります。

・広島商工会議所支店長会との交流会にお
いて、志向経営に関する資料を配布した。
また、消費者志向経営に関する事業者向け
の説明資料を作成し、包括連携協定事業者
との情報交換会で発表した。

1
市民局
消費生活センター

118

公益通報に関する制度
のホームページでの情
報提供
【再掲91】

公益通報に関する制度をホームページに掲載し、情報提供を行
い、消費者の利益を擁護するための事業活動の推進を図ります。

・公益通報に関する制度をホームページに
掲載し、情報提供を行った。

1
企画総務局
総務課

119
ひろしまエコ事業所認
定制度
【再掲92】

地球温暖化の防止等環境に配慮した取組を積極的に実践している
事業所を「ひろしまエコ事業所」として認定し、事業者の取組意
欲を高めるとともに、機運の醸成を図ります。

・事業者自らが省エネ等の環境に配慮した
取組の推進を図り、その内容について、
ホームページ及びチラシで広報を行った。
・認定事業所数

18事業所（令和7年3月31日現在）

1
環境局
温暖化対策課

120
広島市ごみ減量優良事
業者表彰制度
【再掲93】

事業系ごみの減量・資源化に積極的な取り組みをしている事業者
を表彰し、その功績をたたえ、ごみ減量・資源化の推進を目指し
ます。

・本表彰は隔年で開催している。前回は令
和５年度に表彰を行ったため、令和６年度
は表彰を行っていない。 3

環境局
業務第一課

121
広島市環境美化功労者
表彰
【再掲94】

環境美化のための清掃活動を続けている者又は団体等を表彰し、
その功績をたたえ、環境美化の推進を目指します。

・環境美化のための清掃活動を続けている
者又は団体等について、関係局・区及び団
体等に推薦を依頼し、推薦を受けた者の中
から被表彰者の選考及び決定を行う。
・表彰式を2月4日に実施した。

1
環境局
業務第一課

122
広島市生活衛生事業功
労表彰
【再掲95】

長年にわたり食品衛生や環境衛生など生活衛生事業のため献身的
な活動を続け、その功績が特に顕著である者及び他の模範とすべ
き優秀な施設等を表彰し、公衆衛生活動の向上を図ります。

・食品衛生功労者
２人

・食品衛生優良施設
5施設

・建築物環境衛生功労者
１人

・環境衛生優良施設
1施設

1

健康福祉局
食品保健課
食品指導課
環境衛生課

123
広島市男女共同参画推
進事業者表彰
【再掲96】

女性の能力発揮や職域拡大、仕事と家庭・地域活動の両立支援な
どに積極的に取り組み、他の模範となる事業者を表彰し、民間事
業者等の職場における男女共同参画の推進を図ります。

【一般表彰(表彰実績 2事業者)】
次のいずれかの取組を行っている事業者を
表彰した。
・女性の能力発揮、職域拡大などに積極的
に取り組んでいる。
・従業員に対して、仕事と家庭・地域活動
等の両立支援を行っている。
・その他、男女共同参画推進に向けた特色
のある取組を進めている。

1
市民局
男女共同参画課

区分 区分合計

1 125
2 2
3 12
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